
　

平
成
27（
２
０
１
５
）年
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の

附
則
第
12
条
第
６
項
に
お
い
て
「
政
府
は
…
個
人
情

報
及
び
行
政
機
関
等
保
有
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
規
定
を
集
約
し
、
一
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
を
含

め
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
制
の
在
り
方
に

つ
い
て
検
討
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

令
和
元（
２
０
１
９
）年
12
月
、
内
閣
官
房
に
「
個
人

情
報
保
護
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
」（
議
長
：
内
閣
官
房
副
長
官
補（
内
政
担
当
））が

設
置
さ
れ
た
。

内
閣
官
房 

情
報
通
信
技
術（
Ｉ
Ｔ
）総
合
戦
略
室
審
議
官

冨とみや
す安 

泰たいい
ち
ろ
う
一
郎

　

令
和
２（
２
０
２
０
）年
３
月
か
ら
は
、
タ
ス
ク
フ

ォ
ー
ス
に
置
か
れ
た
「
個
人
情
報
保
護
制
度
の
見
直

し
に
関
す
る
検
討
会
」（
座
長
：
髙
橋
滋
法
政
大
学

法
学
部
教
授
）に
お
い
て
、
計
11
回
に
わ
た
り
議
論

が
行
わ
れ
た
。

　

本
稿
は
、
有
識
者
検
討
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま

え
、
令
和
２
年
12
月
に
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
決
定
・

公
表
し
た
最
終
報
告
に
つ
い
て
、
事
務
局（
内
閣
官

房
Ｉ
Ｔ
総
合
戦
略
室
）の
立
場
で
、
そ
の
概
要
を
紹

介
す
る
も
の
で
あ
る
。

個
人
情
報
保
護
法
制
の
現
状
と
課
題

　

現
在
、
我
が
国
の
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律

は
、
個
人
情
報
保
護
法
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護

法
、
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
の
３
法
に

分
か
れ
て
お
り
、
各
法
の
所
管
も
、
個
人
情
報
保
護

委
員
会
と
総
務
省
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地

方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
各
地
方
公
共
団
体

が
制
定
し
た
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
規
律
さ
れ

「
個
人
情
報
保
護
制
度
の
見
直
し
に

関
す
る
最
終
報
告
」に
つ
い
て
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特集 ポストコロナのデジタルガバメントとデジタルエコノミー

て
い
る
。

　

近
年
、
情
報
化
の
進
展
や
個
人
情
報
の
有
用
性
の

高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
官
民
や
地
域
の
枠
を
超
え

た
デ
ー
タ
利
活
用
が
活
発
化
し
て
お
り
、
現
行
法
制

の
縦
割
り
に
起
因
す
る
規
制
の
不
均
衡
や
不
整
合
が

デ
ー
タ
利
活
用
の
支
障
と
な
る
事
例
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

見
直
し
の
方
向
性

⑴  

法
の
形
式
・
所
管
及
び
監
視
監
督

　

今
般
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
個
人
情
報
保
護
法
、

行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
、
独
立
行
政
法
人
等
個

人
情
報
保
護
法
の
３
法
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、
地

方
公
共
団
体
等
の
個
人
情
報
保
護
制
度
に
つ
い
て
も

統
合
後
の
法
律
の
中
で
全
国
的
な
共
通
ル
ー
ル
を
設

定
し
、
独
立
規
制
機
関
で
あ
る
個
人
情
報
保
護
委
員

会
が
、
民
間
事
業
者
、
国
の
行
政
機
関
、
独
立
行
政

法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
等
の
₄
者
に
お
け
る
個
人

情
報
の
取
扱
い
を
一
元
的
に
監
視
監
督
す
る
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑵  

医
療
分
野
・
学
術
分
野
に
お
け
る
規
制
の
統
一

と
学
術
研
究
に
係
る
適
用
除
外
規
定
の
見
直
し

︵
精
緻
化
︶

　

現
在
、
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
又
は

地
方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
律
対
象

図表　個人情報保護制度見直しの全体像

※　等
国の行政機関
地方公共団体

・国立病院
・公立病院
・国立大学
・公立大学
・国立研究開発法人
　　　　　　　　　 等

民
間
事
業
者

① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律を１本
の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において
全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。

② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大
学等と同等の規律を適用。

③ 学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定につ
いて、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。

④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱い
に関する規律を明確化。

※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容

【現行】 【見直し後】

所管 総務省 各地方公共団体個人情報
保護委員会

対象 国の
行政機関

独立
行政
法人等

地方公共
団体等

民間
事業者

法令
行
政
機
関

個
人
情
報
保
護
法

独
立
行
政
法
人
等

個
人
情
報
保
護
法

個
人
情
報

保
護
条
例

個
人
情
報
保
護
法

学術
研究

容易照合
可能性

匿名加工
情報

団体により
異なる

規定なし
（一部団体を除く）

個人
情報の
定義等

適用除外

照合可能性

非識別加工情報

個人情報保護委員会

新個人情報保護法

③

④

②

容易照合可能性（個情法の定義に統一）

匿名加工情報（個情法の名称に統一し、規律を明確化）

対象を拡大し、
規律を精緻化

①
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と
な
っ
て
い
る
医
療
分
野
・
学
術
分
野
の
法
人
等

（
国
公
立
の
病
院
、
大
学
等
）に
つ
い
て
は
、
民
間
部

門
に
お
い
て
同
種
の
業
務
を
行
う
法
人（
民
間
の
病

院
、
大
学
等
）と
の
間
で
個
人
情
報
を
含
む
デ
ー
タ

を
利
用
し
た
共
同
作
業
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
適
用
さ
れ
る
規
律
が
異
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
般
の
見
直
し
後
は
、
原
則
と
し
て
、

民
間
部
門
の
法
人
と
同
様
の
規
律
を
適
用
す
る
こ
と

と
す
る
。

　

ま
た
、
我
が
国
の
学
術
研
究
機
関
等
に
Ｅ
Ｕ
圏
か

ら
移
転
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ

Ｒ（
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
）に
基
づ
く
十
分
性

認
定
の
効
力
が
及
ば
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

今
般
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
学
術
研
究
に
係
る
一
律

の
適
用
除
外
を
見
直
し
、
利
用
・
提
供
制
限
に
つ
い

て
所
要
の
例
外
規
定
を
設
け
つ
つ
、
安
全
管
理
措
置

義
務
を
課
す
な
ど
、
個
別
の
義
務
規
定
ご
と
に
例
外

規
定
を
精
緻
化
す
る
こ
と
で
、
学
術
研
究
機
関
等
に

も
十
分
性
認
定
の
効
力
が
及
ぶ
よ
う
に
す
る
た
め
の

素
地
を
作
る
こ
と
と
す
る
。

⑶  

個
人
情
報
の
定
義
等
の
統
一
等

　

個
人
情
報
の
定
義
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
法

で
は
「
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

定
を
置
く
例
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
見
直
し
後
の
行

政
機
関
等
と
同
様
の
規
律
に
よ
っ
て
個
人
情
報
の
安

全
性
の
確
保
等
は
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
共
通
ル
ー

ル
に
は
当
該
規
定
は
設
け
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

必
要
最
小
限
の
独
自
の
保
護
措
置
を
地
方
公
共
団
体

が
条
例
で
定
め
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
一
方
、
法
律

の
範
囲
内
に
お
い
て
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
、
条
例

を
定
め
た
旨
及
び
そ
の
内
容
を
個
人
情
報
保
護
委
員

会
に
届
け
出
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

法
制
化
に
向
け
て

　

現
在
、
政
府
に
お
い
て
は
、
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ

ル
化
を
推
進
す
る
た
め
の
司
令
塔
と
し
て
新
た
に

「
デ
ジ
タ
ル
庁
」（
仮
称
）を
創
設
す
る
な
ど
、
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
改
革
を
進
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
改
革
の
方
向
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を

得
る
た
め
に
は
、
増
大
が
予
想
さ
れ
る
官
民
の
デ
ー

タ
流
通
を
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
適
正
に
規
律

し
、
個
人
の
権
利
利
益
を
引
き
続
き
十
全
に
保
護
す

る
こ
と
で
、
デ
ー
タ
の
保
護
と
利
活
用
の
バ
ラ
ン
ス

を
適
正
に
と
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
も
、
本
最
終
報
告
の
内
容
を
速
や
か
に
法

制
化
す
る
た
め
、
本
年
の
通
常
国
会
に
必
要
な
法
案

を
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

の
に
対
し
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
で
は
「
他

の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

も
の
を
含
む
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
今
般
の
見
直

し
に
よ
っ
て
、
公
的
部
門
・
民
間
部
門
と
も
に
、
個

人
情
報
保
護
法
の
定
義
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、
併

せ
て
、
公
的
部
門
に
つ
い
て
匿
名
加
工
情
報
等
に
係

る
識
別
行
為
禁
止
義
務
等
を
設
け
る
こ
と
で
、
公
的

部
門
の
定
義
の
変
更
に
よ
る
実
質
的
な
影
響
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
。

⑷  

地
方
公
共
団
体
等
の
個
人
情
報
保
護
制
度
の 

在
り
方

　

地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
国
の
法
制
化
に
先
立
ち
、
多
く
の
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
条
例
が
制
定
さ
れ
、
実
務
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
近
年
、
デ
ー
タ
利
活
用
の

円
滑
化
に
向
け
て
、
地
方
公
共
団
体
ご
と
の
条
例
の

規
定
や
運
用
の
相
違
が
デ
ー
タ
流
通
の
支
障
と
成
り

得
る
等
の
指
摘
が
あ
り
、
今
般
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、

全
て
の
地
方
公
共
団
体
等
に
適
用
さ
れ
る
全
国
的
な

共
通
ル
ー
ル
を
法
律
で
規
定
す
る
こ
と
と
し
、
具
体

的
に
は
、
原
則
と
し
て
、
今
般
の
見
直
し
後
の
行
政

機
関
等
と
同
様
の
規
律
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
際
、
現
在
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
に
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
結
合
に
よ
る
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
規
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